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保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員（
保
育
士
）

募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　
市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給

※
通
勤
手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時
間

有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し

※
後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診
断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

※
書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

放
課
後
子
ど
も
教
室（
甚
目
寺
地
区
）の

ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す

甚
目
寺
東
、甚
目
寺
西
小
学
校
内
で
放

課
後
子
ど
も
教
室
を
10
月
か
ら
開
始
し
ま

す
。子
ど
も
た
ち
が
工
作
や
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
を
楽
し
く
安
全
に
で
き
る
よ
う

一
緒
に
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集

し
ま
す
。

未
経
験
の
方
で
も
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、

子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

実
施
日
・
時
間　

10
月
か
ら
令
和
4
年
2

月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、年
10
回
程

度午
後
2
時
30
分
〜
5
時
15
分

※
謝
礼
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

実
施
場
所

甚
目
寺
東・甚
目
寺
西
小
学
校
体
育
館
等

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

個
人
事
業
税
第
1
期
分
の
納
付
を
お
忘

れ
な
く

個
人
事
業
税
の
第
1
期
分
の
納
期
限
は

8
月
31
日
（火）
で
す
。

8
月
中
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、納
期
限
ま
で
に
納
付
を

し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
通
知
書
に
は
第
1
期
分
と
第
2
期

分
の
納
付
書
が
同
封
さ
れ
ま
す
の
で
、納

付
に
当
た
っ
て
は
、納
付
書
を
お
間
違
い
の

な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納
付
場
所
及
び
納
付
方
法

・
金
融
機
関
、県
税
事
務
所
の
窓
口

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、M
M
K
設
置

店　
・
P
a
y‐e
a
s
y（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応

し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
ま
た

は
A
T
M

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ（
P
a
y 

P
a
y
、L
I
N
E 

P
a
y
及
び

P
a
y
B
）に
よ
る
納
付

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、M
M
K
設
置

店
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
に
よ

る
納
付
に
つ
い
て
は
、納
付
書
の
納
付
金

額
が
30
万
円
以
下
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

そ
の
他　

領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、金
融
機
関

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）の
窓
口
、県
税

事
務
所
の
窓
口
ま
た
は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
、M
M
K
設
置
店
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

ま
た
、納
付
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。ご
希
望
の
方

は
口
座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機
関
の
窓

口
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
西
尾
張
県
税
事
務
所
課
税
第
一

課　
県
民
税・事
業
税
第
2
グ
ル
ー
プ

☎
0
5
8
6・4
5・3
1
6
9

https://w
w
w
.pref.aichi.jp/s

oshiki/zeim
u/

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権
1
1
0
番
」

強
化
週
間
の
実
施

い
じ
め
・
虐
待
等
、子
ど
も
の
人
権
に
関

わ
る
悩
み
ご
と
、心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。

相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
、ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、気
軽
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

実
施
期
間　

8
月
27
日
（金）
〜
9
月
2
日
（木）

午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で　

※
8
月
28
日
（土）
、8
月
29
日
（日）
は
午
前
10

時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
で
す
。

相
談
専
用
電
話（
子
ど
も
の
人
権
1
1
0

番
）☎

0
1
2
0・0
0
7・1
1
0

問
合
先　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
0
5
2・9
5
2・8
1
1
1

長
寿
を
祝
う
会
の
中
止
に
つ
い
て

「
長
寿
を
祝
う
会
」は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
中
止

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
合
先　
高
齢
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
4
1

FAX
4
4
3・3
5
5
5

金
婚
夫
婦
の
申
込
受
付
の
ご
案
内

市
で
は
こ
の
た
び
め
で
た
く
結
婚
50
周

年
を
迎
え
ら
れ
た
夫
婦
に
対
し
記
念
品
を

贈
呈
し
、お
祝
い
し
ま
す
。

対
象

　
昭
和
46
年
12
月
31
日
以
前
に
婚
姻
さ
れ

た
夫
婦（
婚
姻
届
以
前
に
事
実
上
婚
姻
関

係
に
あ
る
場
合
を
含
む
。た
だ
し
、以
前
に

金
婚
の
祝
い
を
受
け
ら
れ
た
夫
婦
、結
婚

50
年
を
迎
え
ら
れ
て
か
ら
あ
ま
市
に
転
入

し
た
夫
婦
を
除
く
）

住
所
要
件

9
月
1
日
（水）
現
在
、市
内
に
住
所
を
有

す
る
夫
婦

受
付
期
間

7
月
12
日
（月）
〜
8
月
20
日
（金）

（
土・日
曜
・祝
日
を
除
く
）

受
付
場
所

・
高
齢
福
祉
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

・
七
宝・美
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

申
請
方
法

各
受
付
場
所
に
所
定
の
申
請
書
を
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。必
要
事
項
を
記
入
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
本
籍
が
市
外
の
方
は
婚
姻
日
の
確
認
の

た
め
、戸
籍
謄
本（
取
得
か
ら
3
ヶ
月
以

内
の
も
の
）の
添
付
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
高
齢
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
4
1

FAX
4
4
3・3
5
5
5

認
知
症
講
演
会　

〜
認
知
症
に
な
っ
て
も
前
を
向
く
〜

日
時　
8
月
13
日
（金）　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時

場
所　
美
和
文
化
会
館　
大
ホ
ー
ル

定
員　
2
0
0
人
程
度

講
師　
認
知
症
当
事
者　
近
藤　
葉
子
氏

「
と
ん
と
」O
H
A
N
A
管
理
者

認
定
作
業
療
法
士　

伊
藤　
篤
史
氏

内
容　

50
代
前
半
の
頃
に
若
年
性
認
知
症

と
診
断
を
受
け
た
近
藤 

葉
子
さ
ん
。現
在

利
用
し
て
い
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

「
と
ん
と
」O
H
A
N
A
の
管
理
者
、伊
藤 

篤
史
氏
と
の
対
談
形
式
に
よ
り
ご
講
演
い

た
だ
き
ま
す
。講
演
で
は
当
時
者
の
立
場

か
ら
、体
験
談
や
将
来
の
希
望
な
ど
自
ら

の
言
葉
で
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
伊
藤 

篤
史
氏
よ
り
若
年
性
認
知

症
の
方
の
社
会
参
加
に
つ
い
て
も
お
話
を

い
た
だ
き
ま
す
。

費
用　
無
料

申
込　

8
月
9
日
（月）
ま
で
に
高
齢
福
祉
課

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
甚
目
寺
庁

舎
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
高
齢
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

☎
4
4
4・3
1
5
9

FAX
4
4
3・3
5
5
5

手
当
の
所
得
状
況
届
の
提
出
時
期
が
き

ま
し
た

現
在
、特
別
児
童
扶
養
手
当
、愛
知
県
在

宅
重
度
障
害
者
手
当
、特
別
障
害
者
手
当
、

障
害
児
福
祉
手
当
、経
過
的
福
祉
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方
は
、社
会
福
祉
課（
甚
目

寺
庁
舎
）か
ら
案
内
通
知
を
送
付
し
ま
す

の
で
、必
要
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。こ
の
届
け
出
が
な
い
場
合
、引
き
続

き
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、期
限
内
に
必
ず
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

・
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

7
月
30
日
（金）
〜
8
月
31
日
（火）

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
、特
別
障
害
者
手

当
、障
害
児
福
祉
手
当
、経
過
的
福
祉
手

当

8
月
12
日
（木）
〜
9
月
13
日
（月）

※
土・日
曜
・祝
日
を
除
き
ま
す
。

※
必
要
書
類
は
、7
月
下
旬
か
ら
8
月
上

旬
に
発
送
す
る
案
内
通
知
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

手
当
支
給
日
の
ご
案
内

8
月
は
、特
別
障
害
者
手
当・障
害
児
福

祉
手
当・経
過
的
福
祉
手
当・特
別
児
童
扶

養
手
当
・
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

の
支
給
月
で
す
。

各
手
当
の
振
込
み
予
定
日
は
次
の
と
お

り
で
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

8
月
10
日
（火）

・
特
別
障
害
者
手
当

・
障
害
児
福
祉
手
当

・
経
過
的
福
祉
手
当

8
月
11
日
（水）

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

8
月
25
日
（水）

・
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

税

人
　
権

10令和3年8月号




